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Ａ
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己
評
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（記載事項）

⑥ ⑥ 　 　　 　
ⅰ) ⅰ) ・ 国際動向、技術動

向の調査、検討状
況

・ ・ ニュージーランド国立公文書館にお
ける電子記録の管理について、電
子記録管理メタデータ標準の策定
やデジタル情報の継続的保存・利
用へ向けた取組等を含め、文献及
びウェブ情報により調査し、その成
果を館研究紀要『北の丸』第44号に
公表した。

A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)継続的な取り
組みの努力がみら
れ、成果も上がってい
る。

 

・ 調査により、現用段階から非現用
段階までの各種標準や行動計画
が、電子記録を長期にわたり利用
可能とするための重要な要素であ
ることが示された。将来的に我が国
における、現用段階から非現用段
階までのシステム統合を想定し、必
要な要件等について検討する過程
において、調査結果を踏まえた知
見を活用することとする。

　（第3章　P75記述）
　

ⅱ) ⅱ) ・ 修復技術等の調査
研究及び活用のた
めの検討状況

・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)継続的な取り
組みの努力がみら
れ、成果も上がってい
る。

・ 脱酸技術の調査研究については、
公文書の大量脱酸処理に関する具
体的な実施方法の検討、課題の把
握のため、委託調査を実施し、報告
書を館ホームページで公表した。
本調査により、館所蔵の特定歴史
公文書等は、その文書の紙質、複
写・印刷素材、筆記材料も多様であ
り、それらに対応した安全かつ確実
な脱酸処理を実施するに当たって
は、対象として適さない紙質の選
別、解綴が必要な場合の工程の増
加による、処理費用等への影響が
あることなどが明らかとなった。
（第3章　P76記述）

      

調査研究

国立公文書館から説明
等を受け、分科会委員
の協議により判定する。

脆弱化資料の修復におけるリーフ
キャスティングの適用について、平
成２２年度に作成したマニュアル素
案にしたがい作業を実施し、作業工
程の実効性、問題点の有無の確認
を行った。
　その結果、従来からの虫損資料
への対応に加え、酸性劣化した資
料や洋紙・竹紙といった脆弱な資料
への対応を含む包括的なリーフ
キャスティング・マニュアルとして作
成し、館ホームページにおいて、公
表、広く活用できるものとした。
（第3章　P75-76記述）

調査研究

　歴史公文書等の保存及び修復に関
して、保存環境の在り方、資料の状
態、利用頻度等に応じた修復技術等
について調査研究を行う。

同上

　電子公文書の長期保存等に関し、
国際動向や技術動向を踏まえて継続
的に調査研究を行い、その成果につ
いて、平成23年度から開始する電子
公文書の受入れ、保存等に随時活用
を図る。

　館の保存する特定歴史公文書等の保存及
び修復に関して、保存環境の在り方、資料
の状態、利用頻度等に応じた修復技術等に
ついて調査研究を行い、その成果を適宜公
表する。

　電子公文書の長期保存等に関する国際動
向や技術動向に関し調査を行い、その成果
を適宜公表する。
　また、その成果については、電子公文書の
受入れ、保存等に、可能なものから随時活
用を図ることとする。
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（記載事項）

ⅲ) ⅲ) ・ 調査研究及び成果
の公表状況

・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)調査研究会
議等の開催など、組
織的な対応も含めた
積極的な取り組みが
認められる。

・

・

・

・

・

調査研究会議は3回開催し、その成
果を「北の丸」に掲載した。
　調査研究会議分科会について
は、「所蔵資料の研究」を5回、「利
用方法の研究」を4回、「電子公文
書等の研究」を5回開催した。
　業務検討会は3回開催し、業務の
課題や進捗状況等について報告や
討議を行った。
（第3章　Ｐ76-77記述）

　館の保存する歴史公文書等の内容
等について、計画的な調査研究を行
い、館のレファレンス能力の向上につ
なげるとともに、その成果を積極的に
公表し、利用者の利便性向上に資す
る。

ホームページコンテンツ「今月の
アーカイブ」等を作成するための調
査研究を行った。
（第3章　Ｐ77記述）

同上

上記結果を基に、これまでの移管
実績を踏まえて、明治から平成ま
の多彩な公文書等を展示する秋の
特別展のテーマ「公文書の世界」を
決定した。その後、更なる所蔵資料
の調査研究を行い、それらの調査
研究結果を基に展示資料を選定
し、解説、音声ガイド、パネルなどを
作成した。
（第3章　Ｐ48-49記述）

「書物方日記」のうち、寛政11年か
ら安政4年までの72冊の年代記の
原稿を作成した（全180冊終了）。
（第3章　Ｐ77記述）

展示会開催のため、館所蔵の歴史
公文書等の中から「公文録（重要文
化財）」をはじめ、絵図や写真を含
むもの、形状や来歴に特徴がある
ものを中心に、様々な省庁から受け
継いだ公文書等について調査を
行った。
（第3章　Ｐ77記述）

調査研究業務の充実を図り、利用
者の利便性向上に資するため、「調
査研究会議」及び「業務検討会」を
開催した。
　平成２３年度においては、新たに
「調査研究会議」の下に、テーマ別
に「所蔵資料の研究」「利用方法の
研究」「電子公文書等の研究」の３
つの分科会を設け、調査研究業務
のより一層の充実を図った。
（第3章　P76記述）

　館の保存する特定歴史公文書等の内容等
について計画的な調査研究を行い、館の専
門的なレファレンス能力の向上につなげると
ともに、その成果を研究紀要「北の丸」に掲
載し、併せて各種広報誌及びホームページ
等でも積極的に公表し、利用者の利便性向
上に資する。
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Ａ
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己
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（記載事項）

・

・

　　 ・

 (4) (4)  　     
・ ・ 100%以上 A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A)

・

ⅰ) ⅰ) ・ ・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A)
  

・

(C委員)適切に遂行さ
れている。

　国の機関、地方公共団体等の文書の保存
利用機関の職員を対象に、非現用文書管理
を中心とする研修としてアーカイブズ研修
Ⅰ、アーカイブズ研修Ⅱ、アーカイブズ研修
Ⅲ、地域研修会を実施する。

　国、地方公共団体等の文書の保存
利用機関の職員に対する体系的な研
修を実施する。また、研修内容につい
て平成22年度中に検討を行い、平成
23年度からその検討結果を反映す
る。

 以上の成果は、平成24年度刊行
の「北の丸」第45号に掲載するほ
か、ホームページを活用して一般の
利用にも供する予定である。
（第3章　Ｐ78記述）

年間の受講者数
（約200名程度）

100％
未満

　これまで館が検討してきた研修の見直し結果を
踏まえ、公文書管理法の施行に合わせて、新た
に下記ⅰ）及びⅱ）のとおり体系的かつ計画的な
研修を実施する。
　なお、年間延べ受講者は200名程度を目標とす
る。

(Ａ委員)研修対応の
充実など新たな課題
がないか伺いたい。

国立公文書館から説明
等を受け、分科会委員
の協議により判定する。

「宋版」と「元版」について、28タイト
ルの解題の作成を終了した（全110
タイトル終了）。
（第3章　Ｐ77-78記述）

館主催のアーカイブズ研修及び公
文書管理研修の受講者数は延べ
628名と、目標(200名程度）を大きく
上回った。
（第3章　Ｐ78記述）

25％
未満

「うつほ物語」他の物語系の絵入版
89タイトルについて解題を作成し
た。
（第3章　Ｐ77記述）

75％
未満

100％
以上

アーカイブズ研修Ⅱを開催（24年1
月24日～26日（3日間））
テーマ：「公文書管理法の施行を踏
まえた歴史公文書等の利用の在り
方（利用請求、利用促進、審査基準
等）について」
受講者数：33機関３９名
アンケート回答率：100％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：
94.9％
（第3章　Ｐ81記述）

25％
以上

75％
以上

アーカイブズ研修
等の開催状況

アーカイブズ研修Ⅰを開催（23年8
月29日～9月2日（5日間））
内容：公文書管理法等関連法令、
公文書の評価選別、特定歴史公文
書等の利用、地方公共団体の取組
に関する事例報告、グループ討論
等
受講者数：98機関137名
アンケート回答率：96.4％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：
95.5％
（第3章　Ｐ80-81記述）

(C委員)適切に遂行さ
れている。

 研修の実施その他の人材の養成に関する措置研修の実施その他の人材の養成に関する
措置
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（記載事項）

・ アーカイブズ研修Ⅲを開催（前期：
23年9月26日～10月7日、後期：11
月7日～11月18日）
内容：公文書館論、公文書資料論、
資料管理論、資料情報サービス論
に関する講義、個別課題演習、等
受講者：6機関6名
修了者：5機関5名
アンケート回答率：100％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：90％
（公文書管理研修Ⅲ受講者の回答
との合算）
（第3章　Ｐ81-82記述）

・

ⅱ) ⅱ) ・ 公文書管理研修等
の開催状況

・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)充実した内容
の研修による成果が
上がっていることが見
受けられる。

 

・

　公文書管理法施行後、行政機関及
び独立行政法人等の職員に対し、公
文書管理の重要性に関する意識啓発
や、歴史公文書等の適切な保存及び
移管を確保するために必要な知識及
び技能を習得させ、及び向上させるた
めの体系的かつ計画的な研修を実施
する。このため、平成22年度中に具体
的な研修内容等について検討する。

　行政機関及び独立行政法人等の職員に対
し、公文書管理の重要性に関する意識啓発
や、歴史公文書等の適切な保存及び移管を
確保するために必要な知識及び技能を習得
させ、及び向上させるための研修として、公
文書管理研修Ⅰ、公文書管理研修Ⅱ、公文
書管理研修Ⅲ、府省別行政文書管理研修を
実施する。

公文書管理研修Ⅱを年2回開催（各
回5日間）
内容：公文書管理法等関連法令、
公文書等の管理、評価選別、特定
歴史公文書等の利用等に関する講
義、本館および筑波分館見学等
第1回（23年7月25日～29日
受講者数：67機関112名
アンケート回答率：94.6％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：
91.5％
第2回（12月5日～9日）
受講者数：56機関99名
アンケート回答率：98.0％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：
95.9％
（第3章　Ｐ79-80記述）

公文書管理研修Ⅰを年3回（各回1
日間）開催
内容：公文書管理法に関する講
義、つくば分館見学
第1回（23年7月15日）
受講者数：79機関112名
アンケート回答率：98.2％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：
85.4％
第2回（11月25日）
受講者数：30機関52名
アンケート回答率：100％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：
88.4％
第3回（24年2月3日）
受講者数：40機関67名
アンケート回答率：100％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：
83.5％
（第3章　Ｐ78-79記述）

同上

地域研修会を以下の４機関とそれ
ぞれ共催により開催し、252名の受
講があった。
・茨城県立歴史館
・鳥取県立公文書館
・愛知県総務部法務文書課
・福岡県自治振興組合
（第3章　Ｐ82記述）
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・

・

 
ⅲ) ⅲ) ・ ・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (Ａ委員)インターン

シップ受入れは評価
できる。

 　
・

ⅳ) ・ ・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A)

　 　
ⅳ) ⅴ) ・ ・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A)

 

  

公文書管理研修Ⅱを年2回開催（各
回5日間）
内容：公文書管理法等関連法令、
公文書等の管理、評価選別、特定
歴史公文書等の利用等に関する講
義、本館および筑波分館見学等
第1回（23年7月25日～29日
受講者数：67機関112名
アンケート回答率：94.6％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：
91.5％
第2回（12月5日～9日）
受講者数：56機関99名
アンケート回答率：98.0％
「満足」「ほぼ満足」の回答率：
95.9％
（第3章　Ｐ79-80記述）

高等教育機関と連携した人材養成
に係る新たな取組として、平成22年
度に定めた「独立行政法人国立公
文書館実習実施要領」に基づき、大
学等在籍者を対象とする実習（イン
ターンシップ）の受入れを試行的に
開始した。
23年度は、23年8月29日～9月9日
（2週間）実施し、2機関5名の参加
があった。
（第3章　Ｐ83記述）

アーキビスト養成の強化方策とし
て、アーカイブズ研修Ⅲにおいて、
学習院大学大学院アーカイブズ学
専攻による講義等を実施し、引き続
き、高等教育機関と連携した取組を
行った。
（第3章　Ｐ81-82記述）

同上 (3)④ⅰ）のとおり。
（第3章　Ｐ66-67記述）

研修への講師派遣
状況

アーキビスト養成
の強化方策に関す
る検討及び実習生
の受入れ状況

国立公文書館から説明
等を受け、分科会委員
の協議により判定する。

同上　上記ⅰ）からⅲ）までについては、「公文書
管理制度を支える人材養成のためのＰＴ」に
おいて検討を行い、結果を業務に反映させ
る。

　専門職員（アーキビスト）養成の強化方策
を検討する。

　高等教育機関と連携した研修を実施すると
ともに、高等教育機関等から試行的に実習
生を受け入れる。

　国、地方公共団体その他外部の機関にお
いて行われる研修に対し、講師派遣等の支
援を行う。

　国、地方公共団体その他外部の機
関において行われる研修に対し、講師
派遣等の支援を行う。

　専門職員（アーキビスト）養成の強化
方策を検討し、その結果を適切に業務
に反映させる。また、関係機関と連携
した専門職員養成等に取り組む。

上記ⅰ）からⅲ）までについては、
「公文書管理制度を支える人材養
成のためのPT」を5回開催して検討
し、結果を業務に反映させた。
同PTにおいては、23年度の全研修
カリキュラム、アーカイブズ研修Ⅱ
のテーマ、24年度の研修計画、実
習プログラム等について検討を行っ
た。その結果、24年度において、公
文書管理研修Ⅰの講義科目拡充、
実習（インターンシップ）プログラム
の見直し等を行うこととなった。
（第3章　Ｐ83記述）

PTにおける上記
ⅰ）からⅲ）までの
検討状況

(C委員)適切に遂行さ
れている。

公文書管理研修Ⅲを開催（前期：23
年9月26日～10月7日、後期：11月7
日～11月18日）
内容：アーカイブズ研修Ⅲの全部又
は一部の科目を受講
受講者数：4機関4名
（第3章　Ｐ80記述）

府省別行政文書管理研修を府省等
とそれぞれ共同して開催し、17機関
1,040名の受講があった。
（第3章　Ｐ80記述）

(D委員)インターンシッ
プ受入れを試行的に
開始するなど高等教
育機関と連携した人
材育成に係る新たな
取り組みを実施してい
る。

(C委員)適切に遂行さ
れている。

(C委員)意欲的な取り
組みが行われている
ことが認められる。
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Ａ
委
員

Ｂ
委
員

Ｃ
委
員

Ｄ
委
員

Ｅ
委
員

指標 項目

委員評価実　　　　績

（２３年度計画の各項目）中期計画の各項目 指　　　　　標

評　　価　　基　　準

Ａ

評　　価　　項　　目

評　価　理　由

分科会評価自
己
評
価

（記載事項）

(5) (5)        

 
 
 

 
 

  
 
 

 
① ①
ⅰ） ⅰ）

・

デジタル画像の受
入れ状況

・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)成果が上がっ
ていることが認められ
る。

　

　

ⅱ) ⅱ) ・ ・ 100%以上 A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A)
 ・

・ ・ 100%以上 A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A)
・

  

 
ⅲ） ・ ・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A)

　

　 　 ・ 既公開データの遡
及点検状況

・ ・ 既公開データの点検を行い、データ
ベースの精度向上を図った。平成
23年度は特に目録データの修正、
画像リンクエラーの解消など、約
2000件の修正を行った。
（第4章　P88記述）

A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (C委員)適切に遂行さ
れている。

3機関からの平成23年度分画像受
入は、国立公文書館から46万画
像、外交史料館から50．1万画像、
防衛省防衛研究所からは63．9万
画像、合計160万画像が年度内に
提供された。この160万画像につい
ては、1年以内の公開に向けて作業
中である。（第4章　P87記述）

25％
以上

国立公文書館から説明
等を受け、分科会委員
の協議により判定する。

75％
以上

100％
未満

平成22年度に提供された193．9万
画像は平成24年1月までに全ての
所用の作業を完了して公開し、提
供から1年以内に公開するという目
標を達成した。（第4章　P87記述）

平成22年度提供分の193．9万画像
を公開したことで平成23年度末時
点での公開画像数は目標に達し、
約2440万画像に到達した。
（第4章　P87記述）

75％
以上

75％
未満

　アジア歴史資料センター（以下「アジ歴」とい
う。）の当面の目標である約3000万画像の整備を
目指し、23年度についても計画達成に向けて事
業を展開する。また前年度に引き続き公開済み
データを遡及して点検し、データベースの精度改
善を図る。
　利用者に対する更なる利便性向上のため、次
期システムを構築し運用を開始する。
　学生等を中心とする広範な利用者層のニーズ
に応えるため、「アジ歴トピックス」等のコンテンツ
の一層の拡充を図る。また、内外類縁機関との
ネットワークを拡充・強化していく。

　 データベース構築計画に基づき、国立公
文書館については平成23年度に、外務省外
交史料館及び防衛省防衛研究所について
は平成22年度にデジタル化された資料の提
供を受けるとともに、提供時期の前倒しを引
き続き促していく。

　上記３機関から提供された資料の画像変
換や目録作成等のデータベース構築作業の
効率化を図り、平成22年度の受入れ分計
193万画像の１年以内の公開を実施する。平
成23年度の受入れ予定数約195万画像につ
いても、受入れから１年以内の公開を目指
し、作業を進める。
これらにより平成23年度には公開資料累計
約2439万画像に達することを目標とする。

100％
以上

25％
未満

 アジア歴史資料のデータベースの構築及び情
報提供

アジア歴史資料のデータベースの構築及
び情報提供

アジア歴史資料データベースの構築

　国内外の利用者のニーズをよりよく
反映した情報提供システムの改善を
図る。

25％
以上

自動英訳システム
の精度向上への取
組み状況

　前期計画に引き続きデータベース構
築業務の効率化を図り、受入れ資料
の１年以内の公開を実施する。

　件名データを英訳するシステムの精度向
上に取り組む。また、前年度に引き続きデー
タの正確性を向上させるため、既公開データ
遡及点検を重点的に実施する。

公開目標約2439万
画像の達成状況

アジア歴史資料データベースの構築

受け入れた画像の
１年以内の公開状
況

75％
未満

25％
未満

国立公文書館から説明
等を受け、分科会委員
の協議により判定する。

同上

100％
未満

100％
以上

(C委員)適切に遂行さ
れている。

平成23年度から正式に運用を開始
し、業者による翻訳業務に利用して
いる。またその際に新たに訳出され
た約400件の英訳語を追加登録す
ることによりデータの蓄積を行うこと
で、一層の精度の向上が図られて
いる。（第4章　P87記述）

(C委員)適切に遂行さ
れている。

(C委員)成果が上がっ
ていることが認められ
る。

(Ｅ委員)今後に向け
て、より一層の効率化
が期待される。

(D委員)当年度から正
式に運用を開始した
自動英訳システムの
精度向上に努めてい
る。
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員

Ｂ
委
員

Ｃ
委
員

Ｄ
委
員

Ｅ
委
員

指標 項目

委員評価実　　　　績

（２３年度計画の各項目）中期計画の各項目 指　　　　　標

評　　価　　基　　準

Ａ

評　　価　　項　　目

評　価　理　由

分科会評価自
己
評
価

（記載事項）

② ②
ⅰ) ⅰ) 　　

ｱ ・ シンポジウム開催
及び記念誌発行状
況

・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)積極的に取り
組まれていることが認
められる。

ⅱ) (D委員)アジ歴10周年
記念事業を円滑に実
施し、今後のセンター
のますますの利活用
の推進に期待したい。

・ アジ歴設立の経緯から最近の取組
までを体系的に整理した略年表を
作成したほか、シンポジウムの記
録やアジ歴データベースを利用した
著作・論文等の一覧を掲載した10
周年記念誌を発行し、関係機関等
に配布した。
（第4章　P89記述）

ⅲ) ｲ 　22年度に実施した効果的広報の調査研
究結果に基づき適切な広報を行う。

・ 広報の実施状況 ・ ・ 気軽に利用できる環境を整備し、利
用増加を図るためモバイルサイトを
新たに開設した。

A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)利用者の視
点に立った工夫が講
じられている。

    

 ・ 専門家以外の利用者層獲得のた
め、博物館等にリーフレットを送付
したほか、配布先施設の展示内容
にあわせて作成したポスターを配
布した。
（第4章　P90記述）

ⅳ) ｳ 　その他利活用者拡大措置として特にメ
ディア、ホームページでの動画の活用及
び一般広報資料、啓発宣伝用品の作成・
配布などを多角的に組み合わせて展開す
る。

・ 利活用者拡大のた
めの取組み状況

・ ・ ホームページ改訂、事務所移転等
を踏まえ、新リーフレット（日本語
版、英語版及び中国語版）を作成し
た。

A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)利用者の視
点に立った工夫が講
じられている。

・ 宣伝物品として付せん紙を作成し
たほか、アジ歴紹介動画を作成し、
デモンストレーションや展示ブース
等で放映した。
（第4章　P90記述）

ｴ 　新たな特別展・特集（外国語版を含む。）
の立ち上げも検討する。

・ 特別展・特集の検
討及び実施状況

・ ・ 東日本大震災を経て、災害への関
心が高まっていることを踏まえ、特
集ページ「特集　震災と復興　明治・
大正・昭和の公文書から」を公開し
た。

A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)利用者の視
点に立った工夫が講
じられている。

・ 「アジ歴トピックス」コーナーにおい
て、「関東大震災」、「孫文」、「ミッド
ウェー海戦」の3テーマを新たに公
開した。
（第4章　P90記述）

同上

　利用者の拡充を図るため、インター
ネット上の特別展を実施する。

　アジ歴創立10周年の記念事業を実施
し、10年間の歩みを回顧するとともに、今
後の活動への提言を得るため、シンポジ
ウムを開催する。また、10周年記念誌を発
行する。

　前期計画に引き続き、計画的かつ効
果的な広報活動を実施する。

アジア歴史資料センターの利活用の推

　アジア歴史資料センター提供資料の
充実を図るため、国内の機関が保管
するアジア歴史資料について、その内
容、所在の把握に引き続き努める。

アジア歴史資料センターの利活用の推進
　多言語対応や検索手段の充実等を
はじめ、アジア歴史資料センターの
ホームページの改善を図る。

11月18日、早稲田大学小野記念講
堂において、「アジ歴10周年の回顧
と展望」と題するシンポジウムを開
催した。国内外から参加したパネリ
スト等からは、データベース利用が
進んでいることや、外国にいながら
日本資料が利用できるようになった
こと等アジ歴の存在意義が高く評
価された。また、今後に期待するこ
ととして、データベースの一層の充
実、検索機能の強化や目録情報の
充実、公開資料の範囲拡大などが
指摘された。

同上

同上

　アジア歴史資料センターの広報

国立公文書館から説明
等を受け、分科会委員
の協議により判定する。
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Ａ

評　　価　　項　　目

評　価　理　由

分科会評価自
己
評
価

（記載事項）

ⅴ) ｵ 　引き続き、国内外の高校、大学等教育・
研究機関や、文書館、図書館、関係会議
などの場で、セミナー、デモンストレーショ
ン等を行う。

・ 国内外の大学等で
のセミナー、デモン
ストレーション等の
実施状況

・ ・ 国内9カ所、海外7か所においてデ
モンストレーション・説明会の実施、
展示ブースの出展を行ったほか、
配付資料等への広告記事の掲載も
行った。（第4章　P90記述）

A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)積極的に取り
組まれていることが認
められる。

　
ｶ ・ ・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A)

ⅱ)

ⅵ)

ｱ ・ ・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)様々な工夫を
通じて適切に遂行さ
れている。

全国の公文書館、博物館等を訪問
し、アジ歴活動の紹介や今後の協
力体制の在り方について意見交換
を行うとともに、アジ歴リーフレット
の配布、配布先施設の展示内容に
あわせて作成したポスターの掲載
を依頼した。また、海外の機関につ
いて、オランダ国立公文書館等を訪
問し、ホームページのリンクや今後
の連携の可能性について意見交換
を行った。
（第4章　P92記述）

(D委員)新ホームペー
ジを公開するなど、利
用者の利便性向上の
ための諸方策を講じ
ている。

ｲ ・ 関係機関（海外を
含む）との連携強
化の検討状況

・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ (Ａ委員)提出された意
見の一部でもいいの
で例示されたい。

(C委員)積極的に取り
組まれていることが認
められる。

・ 海外のアジア歴史資料所蔵機関と
の連携については、EASTICA（国際
公文書館会議東アジア地域支部）
に参加した海外機関とも連携強化
に向けて情報交換を行った。
（第4章　P92記述）

ｳ ・ ・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)適切に遂行さ
れている。

ニューズレターの
メールマガジン方
式の配信状況

同上

　アジ歴の活動への理解を深め、より一層
の利用促進を図るため、ニューズレターを
メールマガジン方式で配信する。

　利用者の利便性向上のための諸方策
　利用者の利便性を向上させるため、ホー
ムページの改善を図るとともに、平成23年
度も引き続き国内外の類縁機関との交流
を深め、リンク網の拡充など連携を強化す
る。

　学校教育をはじめ、国内の大学や研
究機関との関係強化を図るため、セミ
ナー、デモンストレーション等を効果的
に行う。

　関係諸国民の利用を容易にし、併せ
てアジア近隣諸国等との相互理解の
促進に資するため、国外の大学・研究
機関との交流を行う。

同上

12月から平成24年3月にかけてモニ
ターアンケートを実施し、59名から
回答を得た。その結果については、
今後の業務に反映させる予定であ
る。なお、昨年度までに実施したモ
ニターアンケートの結果を踏まえ、
資料提供システムの更新にあわせ
てJPEG画像の閲覧画面の操作方
法を改善したほか、利用者の関心
の高いテーマを「アジ歴トピックス」
の項目として選定した。
（第4章　P92記述）

アジ歴ニューズレター第3号から第6
号まで、日本語版及び英語版を4回
発行した。（第4章　P91記述）

新ホームページを5月に公開した。
あわせて、「アジ歴サポーター」コー
ナーを設置し、アジ歴を応援してく
れる4名のメッセージを紹介した。
（第4章　P91-92記述）

同上

同上

モニター制度等に
よる利用者の動向
把握及び分析並び
に資料提供システ
ム改善の状況

ホームページの改
善及び国内外の類
縁機関とのリンク
網の拡充状況

　インターネットを通じたモニター制度等に
より利用者の動向、ニーズ等を引き続き把
握し、その分析を行うとともに、システムの
一層の改善と利便性の向上を図っていく。

国内のアジア歴史資料所蔵機関に
ついては、横断検索の実施やそれ
以外の共同での取組の可能性を模
索するための情報交換を行った。

　国内の機関が保有するアジア歴史資料
の内容、所在の調査に基づき、関係機関
との連携強化を模索する。海外のアジア
歴史資料所蔵機関との連絡を更に図り、
連携強化を模索する。

(C委員)適切に遂行さ
れている。

同上
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Ａ
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己
評
価

（記載事項）

ⅲ） ・ ニーズを踏まえた
コンテンツ拡充の
状況

・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (Ａ委員)テーマの選定
については、より一層
の工夫が必要であ
る。

(C委員)利用者の視
点に立った工夫が講
じられている。

　     

③ ③     

・ ・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)前向きな検討
が行われている。

2 2

(1) (1) ・ 効率化、合理化等
の見直し状況

・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)適切に遂行さ
れている。

(D委員)アジ歴事務所
の移転等、経費削減
に真摯に取り組んで
いると認められる。

 
(2) (2) ・ 経費の削減の状況 ・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)継続的な取り

組みにより成果が上
がっていることが認め
られる。

(D委員)一般管理費
(人件費を除く。)及び
事業費の削減に取り
組んでいると認められ
る。

　公文書管理法に基づき、館に求められる
役割や業務に適切かつ効率的に対応する
とともに、組織・予算の肥大化を防ぐ観点
から、公文書管理法が施行されるまでに、
既存の事務及び事業について、従来の業
務フローや事務処理手順を洗い出し、外
部委託や賃金職員の活用等による一層の
効率化、合理化の視点を入れ、無駄がな
いか徹底的な見直しを行う。

　平成22年度に実施した、既存の事務及び事業
の見直しに基づき、アジ歴事務所の移転等によ
る経費削減など、事務事業の効率化、合理化に
ついて、着実に執行する。

　業務運営の効率化に関する目標を達成するため
取るべき措置

　データベース構築の在り方についての検討　データベース構築の在り方についての
検討

　業務運営の効率化に関する目標を達成す
るため取るべき措置

「アジ歴トピックス」コーナーのテー
マの選定にあたり、「関東大震災」、
「ミッドウェー海戦」など、教科書で
取り上げられ、学生等にも馴染み
のある題材を取り上げ、青尐年の
関心をもたせる工夫をした。
（第4章　P92記述）

国立公文書館から説明
等を受け、分科会委員
の協議により判定する。

　中期計画を踏まえ、一般管理費（人件費を除
く。）及び事業費の総額（新規に追加又は拡充さ
れるものを除く。）の削減を図るため、事務処理
の効率化とより一層の経費の削減を図る。

 

同上

平成２２年度に行った既存の事務・
事業の見直しの結果に基づき、９月
にアジ歴事務所を移転した。当該
移転措置による経費削減など同見
直し結果に基づく予算への反映事
項等を着実に実施した。
（第2章　P14-15記述）

同上

同上

平成24年度以降の
データベース構築
の在り方について
の検討状況

 平成24年度以降のデータベース構築の在り
方については、諮問委員会での議論を踏まえ
検討し、結論を得る。

アジ歴諮問委員会の提言を踏ま
え、3機関と協議を行い、①アジ歴
データベース構築の重要性は今後
も変わらない、②3機関は今後も継
続的にアジ歴の事業遂行のために
必要な協力をする、③平成24年度
以降のデータ提供数及び提供時期
等については、各機関の予算確保
等の状況を踏まえつつ年度ごと定
める、との認識が共有された。ま
た、これを踏まえて3機関と調整し
た結果、平成24年度については約
70万画像のデータベース化に向け
た作業が行われることとなった。
（第4章　P94記述）

既存の事務・事業の見直しを着実
に実施するとともに、契約の適正化
により経費の削減を図り、平成23年
度における一般管理費（人件費を
除く。）及び事業費の総額（新規に
追加又は拡充されるものを除く。）
は、対22年度138百万円、11.2％の
削減となった。
（第2章　Ｐ15記述）

　一般管理費（人件費を除く。）及び事業費
の総額について、毎年度平均で前年度比
２％以上を削減する。

　平成23年度までに、これまでのデータ
ベース構築の実績や今後に向けた課題
を洗い出した上で、平成24年度以降の
データベース構築の在り方について検
討し、結論を得る。

(Ｅ委員)アジ歴データ
ベースは3機関は無
論のこと、それ以外の
機関とも具体的な取り
組みを進め、より一層
の充実を図ることが
期待される。

　学生等を中心とする青尐年等のニーズを
踏まえたコンテンツの一層の拡充を行う。
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Ｂ Ｃ Ｄ
Ａ
委
員

Ｂ
委
員

Ｃ
委
員

Ｄ
委
員

Ｅ
委
員

指標 項目

委員評価実　　　　績

（２３年度計画の各項目）中期計画の各項目 指　　　　　標

評　　価　　基　　準

Ａ

評　　価　　項　　目

評　価　理　由

分科会評価自
己
評
価

（記載事項）

(3) (3) ・ 人件費改革の継続
の状況

・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)継続的な取り
組みにより成果が上
がっていることが認め
られる。

(4) (4) ・ 役職員給与の見直
し状況及び達成状
況

・ ・ 同上 A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)適切に取り組
まれている。

(5) (5) ・ 随意契約見直し等
契約の適正化のた
めに講じた措置状
況

・ ・ 随意契約の妥当性や一般競争入
札（競争入札及び企画競争・公募を
いい、競争性のない随意契約は含
まない。）への移行について見直す
とともに、一般競争入札等の参加
要件の緩和や公告期間の充分な確
保等により競争性の確保に努め
た。また、契約監視委員会におい
て、その改善状況についてのフォ
ローアップを行った。

A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)適切に遂行さ
れている。

・ 平成23年度の随意契約の件数は
11件（対前年度2件減）であり、一般
競争入札等の件数67件（対前年度
14件増）であった。
（第2章　P16記述）

(6) (6) ・
・

・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)適切に遂行さ
れている。

　

　 　

・
・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (C委員)適切に遂行さ

れている。

　 　

　  

・ 次期システムの設
計、開発、構築の
状況

・ ・ 平成23年9月のリース期間満了を
控えて平成22年度中に行った業
務・システム最適化計画の改定を
踏まえ、新システムの設計、構築を
行い、10月から運用を開始した。
（第4章　P88記述）

A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (C委員)適切に遂行さ
れている。

　国家公務員の給与構造改革を踏まえ、
目標水準・目標期限を設定した給与水準
の適正化を引き続き図るとともに、検証結
果や取組状況を館ホームページも活用し
て公表する。

　平成19年12月に策定した「随意契約見直し計
画」を着実に実施するとともに、「独立行政法人
の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年
11月17日閣議決定）に基づき競争性のない随意
契約の見直しを更に徹底し、一般競争入札等
（競争入札及び企画競争・公募をいい、競争性の
ない随意契約は含まない。）についても真に競争
性が確保されているか点検・検証することによ
り、契約の適正化を推進する。

同上

　引き続き、「国立公文書館デジタルアー
カイブに関する業務・システム最適化計
画」及び「アジア歴史資料センター資料提
供システムに関する業務・システム最適化
計画」に基づき、館業務の効率化に取り組
む。

　平成19年12月に策定した「随意契約見直
し計画」を着実に実施するとともに、「独立
行政法人の契約状況の点検・見直しにつ
いて」（平成21年11月17日閣議決定）に基
づき競争性のない随意契約の見直しを更
に徹底し、一般競争入札等（競争入札及
び企画競争・公募をいい、競争性のない随
意契約は含まない）についても真に競争性
が確保されているか点検・検証することに
より、契約の適正化を推進する。

　国に準じた給与の見直しに取り組む。

同上

平成22年９月に行われた人事院勧
告を踏まえた国家公務員の給与改
定並びに我が国の厳しい財政状況
及び東日本大震災に対処する必要
性に鑑み一層の歳出削減を内容と
する「国家公務員の給与の改定及
び臨時特例に関する法律」が、公布
されたことに伴い、これらが適用さ
れる国家公務員の例に準じて、職
員給与等の各規程を改定した。（第
2章　P12-13記述）

同上

アジ歴最適化計画
に基づく業務の実
施状況及び報告書
の作成状況

最適化指針に従い、アジア歴史資
料センター資料提供システムに係
る平成22年度最適化実施状況報告
書及び最適化実施評価報告書を作
成し、平成23年6月30日に公表し
た。 （第2章　P9記述）

同上

同上

最適化指針に従い、デジタルアーカ
イブに係る平成22年度最適化実施
状況報告書及び最適化実施評価
報告書を作成し、平成23年6月30日
に公表した。（第2章　P9記述）

同上　国家公務員の改革を踏まえた人件費改革を平
成23年度まで継続する。

最適化工程表に基
づく業務の実施状
況及び報告書の作
成状況

　「国立公文書館デジタルアーカイブに関する業
務・システム最適化計画」（平成18年11月15日）
を実施するため、最適化工程表に基づき、デジタ
ルアーカイブの運用等を行うとともに、「業務・シ
ステム最適化指針（ガイドライン）」に従い、最適
化実施状況報告書及び最適化実施評価報告書
を作成し、公表する。
　また、「アジア歴史資料センター資料提供シス
テムに関する業務・システム最適化計画」 (平成
22年6月22日改定)等に基づき、最適化実施状況
報告書及び最適化実施評価報告書を作成し、公
表する。さらに、次期システムの設計・開発を行
い、システムを構築する。

　簡素で効率的な政府を実現するための
行政改革の推進に関する法律（平成18年
法律第47号）に基づき、平成18年度以降５
年間で平成17年度末に対して５％以上の
人員削減を行うこととし、平成22年度に常
勤職員２名の削減を行う。さらに、「経済財
政運営と構造改革に関する基本方針２００
６」（平成18年７月７日閣議決定）に基づ
き、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改
革を平成23年度まで継続する。
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委員評価実　　　　績

（２３年度計画の各項目）中期計画の各項目 指　　　　　標

評　　価　　基　　準

Ａ

評　　価　　項　　目

評　価　理　由

分科会評価自
己
評
価

（記載事項）

3 3

・ 予算、収支計画、
資金計画に対する
実績額

・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)適切に遂行さ
れている。

4 4
・ ・ ・ － － － － － － － －

（第2章　P16記述）

5 5
 

6 6
・ 積立金の発生要因

及び処分の状況
・ ・ － － － － － － － －

7 7
    

(1) (1)

 
・ 施設整備の状況 ・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)特に指摘すべ

き問題点はない。

　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画
及び資金計画

　別紙のとおり。
　なお、自己収入の増に引き続き取り組む。

　別紙のとおり。 

 短期借入金の限度額

　施設・設備に関する計画

　短期借入金の限度額は、１億円とし、運営
費交付金の資金の出入に時間差が生じた場
合、不測の事態が生じた場合等に充てるた
めに用いるものとする。

　その見込みはない。

（注）金額については見込みである。

　その他内閣府令で定める業務運営に関する事項

　重要な財産の処分等に関する計画
　重要な財産等の処分等に関する計画の見
込みはない。

　施設・設備に関する計画

 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資
金計画

　その他内閣府令で定める業務運営に関す
る事項

　剰余金の使途
 剰余金は、デジタルアーカイブ化の推進並
びにアジア歴史資料のデータベースの構築
及び情報提供に係る業務に充てるものとす
る。

　剰余金は、デジタルアーカイブ化の推進並びにア
ジア歴史資料のデータベースの構築及び情報提供
に係る業務に充てるものとする。

　短期借入金の限度額
実績なし短期借入金の発生

状況
同上

同上

 重要な財産の処分等に関する計画

目的積立金（通則法第44条第3項
積立金）　なし
（参考）利益剰余金（通則法第44条
第1項積立金）  なし

（第2章　P17及び「平成23事業年度
財務諸表」P2記述）

年度計画に定める予算に対する決
算において、主に以下の理由により
差額が生じている。
収入における「事業収入」は、新た
に始めた写しの交付等に係る手数
料収入の実績額が予算を下回った
こと等による減である。
支出における「アジア歴史資料情報
提供事業費」及び「被災公文書等
修復支援事業費」は、入札による差
額及び経費節減による減である。
（「平成23事業年度財務諸表 」
P20記述）

　剰余金の使途 

　短期借入金の限度額は、１億円とし、運営費交付
金の資金の出入に時間差が生じた場合、不測の事
態が生じた場合等に充てるために用いるものとす
る。

平成22年度に着手した本館耐震補
強工事（平成23年度分、254百万
円）を引き続き実施した。

（第2章　Ｐ17記述）

平成23年度に取得・整備する施設・設備は次の
とおりである。

国立公文書館から説明
等を受け、分科会委員
の協議により判定する。

国立公文書館から説明
等を受け、分科会委員
の協議により判定する。

                  平成22年度～     
 施設設備     平成24年度    財    源 
 の内容   （予定額（百万円）) 

 
 本館耐震      ６６０      施設整備 
 補強工事               費補助金 

          
 施設設備      予 定 額        財    源 
 の内容            （百万円） 
 
 本館耐震     ２５４     施設整備 
 補強工事              費補助金 
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（２３年度計画の各項目）中期計画の各項目 指　　　　　標
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Ａ

評　　価　　項　　目

評　価　理　由

分科会評価自
己
評
価

（記載事項）

(2) (2)

① ①     
・ 館の機能強化等に

対処するための人
員配置及び体制整
備の取組状況

・ ・ A Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (Ａ委員)８名の常勤職
員の増員は高く評価
できる。ただし、今後
も継続的に専門職員
の採用を行う必要が
ある。

(C委員)利用審査部
門の専任化など、適
正な人員配置に向け
ての取り組みが認め
られる。

・ 研修への参加状況 ・ 同上　 ・ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (C委員)積極的に取り
組まれている。

②

　　 　　(3) (3) 　 　　
・ 契約状況 ・ ・ 電子公文書等の移管・保存・利用シ

ステムの賃貸借
　平成23年4月～28年3月

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ (A) (A) (C委員)指摘すべき問
題点はない。

　 ・ アジア歴史資料センター資料提供
システムの賃貸借
　平成23年10月～28年9月

・ アジア歴史資料センター事務室の
賃貸借
平成23年9月～28年9月
（第2章　Ｐ17記述）

※
※
※

同上
　中期目標期間を超える債務負担

　人事に関する指標

  人事に関する計画

　中期目標期間を超える債務負担

評価委員会は、独立行政法人が行った定量的な指標に基づく自己評価については、自己評価に誤りがないか、指標に基づき適切な自己評価をしているか等について調査・分析を行い、評価委員会として評価を行った。
項目別評価表の自己評価は、独立行政法人が自ら定めた年度計画をどの程度執行したかについて自ら評価したものであり、評価委員会が業務実績評価を行う際の重要な判断材料となるものである。

定性的な指標に基づく自己評価については、あくまで評価の際の参考とし、評価委員会において評価基準に基づき評価を行った。

　方針

　平成22年度末の常勤職員数は、期首
の２名減とする。
（参考１）
　１）期首の常勤職員数　４１人
　２）22年度末の常勤職員数　３９人
（参考２）
中期目標期間中の人件費　　総額
中期目標期間中の人件費総額見込み
２,０３４百万円
ただし、上記の額は、役員報酬（非常勤
役員給与を除く。）並びに職員基本給、
職員諸手当及び超過勤務手当に相当す
る範囲の費用である。

同上 公文書管理法の施行による新規事
業への対応等のため新たに８名の
常勤職員が増員されたことに伴い、
当該新規定員の配置を含め館の組
織体制全般を見直し、事務事業の
効率的・合理的な執行の観点から、
次のような整備を行った。

利用審査部門の独立・専任化
法務・内部統制担当の設置
企画機能の充実
その他
（第2章　P10-11記述）

　方針

館の職員として必要な広範かつ専
門的な知識や現在就いている職務
の遂行に必要な知識を修得させる
ことを目的として、館が実施し、また
は、他機関が実施した研修に職員
を積極的に参加させた。
（第2章　P11-12記述）

　人事に関する計画

　中期目標期間中の館業務を効率的に実施する
ために締結した契約について、中期目標期間を
超える債務を負担する。

　公文書管理法及び国立公文書館法に基づく
館の機能強化、果たすべき役割の拡大及び業
務の多様化に対処しつつ、一層効率的な業務
運営を確保する観点から、増員された常勤職
員８名及び既往の人員について適切な人員配
置を行うとともに、必要な体制整備を行う。
また、職員を館及びその他機関が実施する研
修等に積極的に参加させ資質の向上を図る等
人材育成を進める。

　中期目標期間中の館業務を効率的に実
施するために、次期中期目標期間にわ
たって契約を行うことがある。

　公文書管理法及び国立公文書館法に
基づく館の機能強化及び業務の多様化
に対処しつつ、一層効率的な業務運営
を確保する観点から、弾力的な組織の
構築やこれに対応する必要な人材を適
切に確保するとともに効率的かつ適正
な人員配置を行う。

28/28 ページ


